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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成20年2月14日(2008.2.14)

【公開番号】特開2005-332365(P2005-332365A)
【公開日】平成17年12月2日(2005.12.2)
【年通号数】公開・登録公報2005-047
【出願番号】特願2005-63750(P2005-63750)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｋ  17/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｂ   5/02     (2006.01)
   Ｈ０４Ｌ  12/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｋ  17/00    　　　Ｌ
   Ｇ０６Ｋ  17/00    　　　Ｆ
   Ｈ０４Ｂ   5/02    　　　　
   Ｈ０４Ｌ  12/28    ３００Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月20日(2007.12.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ読み取り可能な記録媒体と、リーダーシステムによって実行されたとき、
無線周波１Ｄタグと通信するための方法を実行するように該リーダーシステムに指示する
該コンピュータ読み取り可能な記録媒体上に格納されたコンピュータプログラム命令とを
含むコンピュータプログラム製品であって、
　前記方法は、
　（ａ）ＩＤクエリを無線周波１Ｄタグに送信するステップと、
　（ｂ）前記無線周波ＩＤタグへ、タグルーティングアドレスの少なくとも一部を形成す
るゲストＩＤを割り当てるステップと、
　（ｃ）前記ゲストＩＤ及びリーダーシステムルーティングアドレスの少なくとも一部を
前記無線周波ＩＤタグのホームエージェントへ送信するステップと、
　（ｄ）標準ネットワークプロトコルに準拠した、前記無線周波１Ｄタグの前記タグルー
ティングアドレスに宛てられたメッセージを受信するステップと、
　（ｅ）前記メッセージに応答を送信するステップと、
を備えることを特徴とするコンピュータプログラム製品。
【請求項２】
　前記メッセージを前記無線周波１Ｄタグに送信するステップをさらに備えることを特徴
とする、請求項１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３】
　前記メッセージを前記無線周波１Ｄタグに送信する前に前記メッセージを変換するステ
ップをさらに備えることを特徴とする、請求項２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４】
　前記メッセージに対する返信として前記無線周波１Ｄタグから応答を受信するステップ
をさらに備えることを特徴とする、請求項２に記載のコンピュータプログラム製品。
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【請求項５】
　前記応答を前記メッセージに送信する前に前記応答を変換するステップをさらに備える
ことを特徴とする、請求項４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６】
　前記タグルーティングアドレスは、気付アドレスであることを特徴とする、請求項１に
記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項７】
　前記ゲストＩＤを送信するステップは、複数のゲストＩＤをバッチとして前記ホームエ
ージェントに送信するステップを備えることを特徴とする、請求項１に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項８】
　前記ゲストＩＤは、インターネットプロトコルアドレスのインタフェースＩＤフィール
ドに準拠することを特徴とする、請求項１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項９】
　インターネットプロトコルアドレスのグローバルルーティングプレフィックスを含む第
１のデータ要素とアセット識別子を含む第２のデータ要素とを含むＩＤデータを前記無線
周波１Ｄタグから受信するステップをさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項１０】
　前記タグルーティングアドレスに宛てられた前記メッセージを読み取り、前記メッセー
ジ内に含まれる前記命令を実行するステップをさらに備えることを特徴とする、請求項１
に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１１】
　アセット管理の方法であって、
　（ａ）ＩＤクエリをアセットＩＤタグに送信するステップと、
　（ｂ）前記アセットエＤタグからＩＤデータを受信するステップと、
　（Ｃ）気付アドレスの少なくとも一部分に準拠するゲストＩＤを前記アセットＩＤタグ
に割り当てるステップと、
　（ｄ）前記１Ｄデータに基づき、アセットルックアップサービスのユニフォームリソー
スロケータを特定するステップと、
　（ｅ）前記特定されたユニフォームリソースロケ一夕に基づき、前記受信されたＩＤデ
ータの少なくとも一部分を前記アセットルックアップサービスに送信するステップと、
を備えることを特徴とするアセット管理の方法。
【請求項１２】
　前記アセットＩＤタグは受動的な無線周波ＩＤタグであることを特徴とする、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記アセットＩＤタグは能動的な無線周波ＩＤタグであることを特徴とする、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＩＤタグは磁気ストリップカードであることを特徴とする、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記ＩＤタグは集積回路カードであることを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　アセット管理の方法であって、
　（ａ）ＩＤクエリを無線周波１Ｄタグに送信するステップと、
　（ｂ）前記１Ｄクエリを送信した後、前記無線周波ＩＤタグからＩＤデータを受信する
ステップと、
　（ｃ）標準のネットワークプロトコルアドレスの少なくとも一部分に準拠するゲストＩ
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Ｄを前記無線周波１Ｄタグに割り当てるステップと、
　（ｄ）リーダーシステムルーティングアドレスの少なくとも一部分を前記ゲストＩＤと
連結して、タグルーティングアドレスを形成するステップと、
を備えることを特徴とするアセット管理の方法。
【請求項１７】
　前記リーダーシステムルーティングアドレスの前記部分は、グローバルルーティングプ
レフィックスおよびサイトサブネット識別子を含むことを特徴とする、請求項１６に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記タグルーティングアドレスは、モバイルインターネットプロトコルに準拠すること
を特徴とする、請求項１９に記載の方法。
【請求項１９】
　前記タグルーティングアドレスを前記無線周波１Ｄタグのホームエージェントに送信す
るステップをさらに備えることを特徴とする、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記タグルーティングアドレスを送信するステップは、複数のタグに対する複数のタグ
ルーティングアドレスをバッチとして送信するステップを備えることを特徴とする、請求
項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ＩＤデータは、インターネットプロトコルアドレスのグローバルルーティングプレ
フィックスを含む第１のデータ要素と、アセット識別子を含む第２のデータ要素とを含む
ことを特徴とする、請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　タグルーティングアドレスに宛てられたメッセージを受信するステップをさらに備える
ことを特徴とする、請求項１６に記載の方法。
【請求項２３】
　前記メッセージを前記無線周波１Ｄタグに送信するステップをさらに備えることを特徴
とする、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記メッセージを前記無線周波１Ｄタグに送信する前に前記メッセージを変換するステ
ップをさらに備えることを特徴とする、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記タグルーティングアドレスに宛てられた前記メッセージを読み取り、前記メッセー
ジ内に含まれる前記命令を実行するステップをさらに備えることを特徴とする、請求項２
２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記メッセージに対する返信として前記無線周波１Ｄタグから応答を受信するステップ
をさらに備えることを特徴とする、請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
　受動的なＩＤタグと、組み込まれたチップ、バッテリおよびアンテナから基本的に構成
される能動的なＩＤタグとから成るグループから選択されたＩＤタグと共に使用するのに
適したＩＤタグリーダーであって、
　（ａ）前記ＩＤタグからＩＤデータを受信するステップと、
　（ｂ）前記ＩＤタグリーダーのルーティングアドレスの少なくとも一部分をゲストＩＤ
と連結して前記タグルーティングアドレスを形成するステップと、
　（ｃ）標準ネットワークプロトコルに準拠する、前記ＩＤタグのタグルーティングアド
レスに宛てられたメッセージを受信するステップと、
　（ｄ）前記メッセージに対する応答を送信するステップと、
を実行するためのコンピュータ実行可能命令を有することを特徴とするＩＤタグリーダー
。
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【請求項２８】
　前記ＩＤタグは受動的なＩＤタグであることを特徴とする、請求項２７に記載のＩＤタ
グリーダー。
【請求項２９】
　前記１Ｄタグは、組み込まれたチップ、バッテリおよびアンテナから基本的に構成され
る能動的なＩＤタグであることを特徴とする、請求項２７に記載のＩＤタグリーダー。
【請求項３０】
　前記１Ｄタグは無線周波１Ｄタグであることを特徴とする、請求項２７に記載のＩＤタ
グリーダー。
【請求項３１】
　前記メッセージを前記１Ｄタグに送信するステップをさらに備えることを特徴とする、
請求項２７に記載のＩＤタグリーダー。
【請求項３２】
　前記タグルーティングアドレスの少なくとも一部分を形成するゲストＩＤを前記１Ｄタ
グに割り当てるステップをさらに備えることを特徴とする、請求項２７に記載のＩＤタグ
リーダー。
【請求項３３】
　前記ゲストＩＤを前記ＩＤタグのホームエージェントに送信するステップをさらに備え
ることを特徴とする、請求項３２に記載のＩＤタグリーダー。
【請求項３４】
　前記タグルーティングアドレスに宛てられた前記メッセージを読み取り、前記メッセー
ジ内に含まれる前記命令を実行するステップをさらに備えることを特徴とする、請求項２
７に記載のＩＤタグリーダー。
【請求項３５】
　前記ＩＤタグリーダーの前記ルーティングアドレスの前記部分は、グローバルルーティ
ングプレフィックスおよびサイトサブネット識別子を含むことを特徴とする、請求項２７
に記載のＩＤタグリーダー。
【請求項３６】
　前記タグルーティングアドレスは、モバイルインターネットプロトコルに準拠すること
を特徴とする、請求項２７に記載のＩＤタグリーダー。


	header
	written-amendment

